
税理士協同組合の組合員の皆さまへ

集団扱制度のご案内
「自動車保険・火災保険の集団扱制度」を創設いたしました！

※ご所属の地区税協で、集団扱制度が導入されている場合は、各地区税協でご加入くださ
い。（地区税協での集団扱制度がない皆様へのご案内です）

特長２ 記名被保険者と車両所有者はご契約者の同居の親族等の場合でも
ご契約いただけます！

• 記名被保険者（お契約のお車を主に使用される方）および車両所有者は、①「ご契約者本人」、②「①の配
偶者＊」、③「①または②の同居の親族」、④「①または②の別居の扶養親族」を設定できます。

特長３ お客様のニーズに合わせて補償設計！

• 万一の際に備えることのできる、充実した補償をご提供いたします。また、お客様のニーズに合わせた補償設計も
可能ですので、合理的な保険料でご契約できます。
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特長１ 保険料が割安！
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集団扱制度 ３つの特長！

お得な保険料でご加入できる可能性があります！まずは日税サービス（提携代理店）まで
ご照会ください！

＊配偶者の定義についての詳細は「パンフレット兼重要事項説明書」をご確認いただくか、代理店までお問い合わせください。

日本税理士協同組合連合会

• 「集団扱契約」により、一般契約と比較し、保険料が5%割安です。

• 自動車保険・火災保険で適用可能ですので、現在ご加入中の保険料より
割安になる可能性があります。

＊集団扱一時払は一般契約一時払に比べて5%割安です。集団扱分割払は一般契約と異なり分割割増がかからないので約5%
割安となります。

※これらは補償内容例であり、実際のご契約によって補償内容は異なります。



集団扱制度 お見積り依頼書

＜個人情報の取扱い＞当代理店は、ご提出いただいた個人情報を東京海上日動より委託を受けて行う損害保険の募集およびこれ
に付帯・関連するサービスの提供等に利用させていただくことがあります。東京海上日動における個人情報の取扱い等について
は、ホームページ（www.tokiomarine-nichido.co.jp）に掲載しております。

ＦＡＸ送信状

広域法人部法人第二課
〒102-8014 東京都千代田区三番町6-4
TEL：03-3515-4153

（平日午前9時～午後5時）

＜引受保険会社＞

23TC-005597 2023年11月作成

＜お問い合わせ先・取扱代理店＞

有限会社税協連サービス

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-8 日本税理士会館4階
TEL：03（5759）7688

集団扱要件のご確認

現在ご加入の保険証券コピーを添えてメールまたはFAXをお願いします。

ご希望のご契約条件をお伺いしたうえで、お見積りさせていただきます。

日税サービス 行 メール:info-ns@nichizei.com   FAX：03－5323－2139

株式会社日税サービス

〒163-1529 東京都新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー29階
TEL：03（5323）2111

【ご契約者について】
• 日本税理士協同組合連合会の集団扱としてご契約いただける方は、全国の税理士協同組合にご加入の組合員事務所の
役員、職員となります。

【被保険者について】
• 被保険者（保険の対象となる方）については、「ご契約者本人」のほか、「ご契約者の配偶者」「ご契約者
またはその配偶者の同居の親族」「ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族」等を設定できます。

【保険期間中の退会について】
• 協同組合から脱退された場合は、速やかに取扱代理店または引受保険会社にお申し出ください。

このチラシは概要についてご紹介したものです。
ご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。また詳しい補償内容については「ご契約のしおり
（約款）」に記載していますので、必要に応じて東京海上日動のホームページ（www.tokiomarine-nichido.co.jp）でご
参照いただくか、代理店または東京海上日動にご請求ください。ご不明な点等がある場合は、代理店または東京海上日動
までお問い合わせください。

◼ 本制度は、日本税理士協同組合連合会の集団扱により保険料５％割安※でご加入いただけます。

◼ 税理士先生と事務所職員およびそれらのご家族の自動車保険/火災保険や、税理士事務所建物・什器・備品を保険
の対象とする火災保険の保険料が割安となります。この機会にぜひご利用ください。

※集団扱一時払は一般契約一時払に比べて5%割安です。集団扱分割払は一般契約と異なり分割割増がかからないので約5%割安となります。

東京海上日動火災保険株式会社

お名前

フリガナ 税理士
事務所
（勤務先）

住所

フリガナ

TEL． － －

FAX． － －

希望
連絡先

－ － E-mail @

該当する組合員区分に ✔ マークをご記入ください。
□ 組合員本人（個人事務所・税理士法人） □ 税理士協同組合（連合会）の役職員
□ 組合員以外（組合員事務所の役職員） □ その他（ ）


